
 

 

≪鳴門市農業委員会 ４月総会 議事録≫ 

 

開催日時     令和２年４月２８日（火） 午後２時 

 

開催場所     うずしお会館２階 第２会議室 

 

出席委員      １番 大西 善郎   ２番 小川 利    ３番 小田 常雄 

          ４番 金田 善雄   ７番 柴田 精治   ８番 谷口 清美 

           １０番 中井  弘     １１番 仲須  眞理  １２番 長谷目 隆 

         １３番 濱堀 秀規    １４番 林  博子  １５番 板東 幸雄 

         １６番 藤本 詳冶  １７番 増金 義文  １８番 松村 多美子 

         １９番 向  栄治  ２０番 八木 健治 

    

欠席委員      ５番 木下 茂   ６番 齋藤 はつ子   ９番 手塚 弘二                

 

議  案 

    議案第１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について 

                                  所有権移転  １件 
         利用権設定  １件 
 

    議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について        １件 

    議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について           １件 

    議案第４号 取消願について                        １件 

    議案第５号 第５条の規定による許可申請について             １０件 

    議案第６号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について          １件                            

   

報  告 

   ①農地法第３条の３第１項の規定による届出について             ２件 

    ②農地法第４条第１項第７号の規定による届出について            １件 

    ③農地法第５条第１項第６号の規定による届出について            １件 

    ④農地法第１８条第６項の規定による通知について（経営基盤法）       ７件 

    ⑤農地法第１８条第６項の規定による通知について（賃貸借解約）       ２件 

    ⑥非農地証明願について                          ２件 

    ⑦地目照会について                            １件 

 

  



 

 

事務局長  定刻がまいりましたので、ただ今から令和２年４月の農業委員会を開会いたします。 

  開会にあたりまして谷口会長よりご挨拶をお願いします。 

 

谷口会長    ＜挨 拶＞ 

 

事務局長  ありがとうございました。 

  それでは、事務局より委員定数のご報告をいたします。 

  委員定数２０名の内、出席委員１７名、欠席委員３名であり過半数に達しておりま

す。 

よって鳴門市農業委員会会議規則第６条の規定によりまして、この総会が成立して

いることをご報告いたします。 

  この後の進行につきましては、谷口会長様よりお願いいたします。 

 

谷口会長  議事に入ります前に、本日の議事録署名人を選任します。 

  本日の署名人は、１８番 松村委員、１９番 向委員にお願いいたします。 

  それではこれより議案に基づき、議事を進行してまいります。 

  まず、『議案第１号』農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について

の審議に入ります。 

  この案件について、所管の農林水産課からの説明をお願いします。 

 

農林水産課係長    ＜１．農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について ＞  

                                所有権移転 ４件 

                                利用権設定 １件                                

 

 

谷口会長  ただいまの説明について、質問・ご意見等あればお願いいたします。 

  ご質問・ご意見等は無いようですので、採決いたします。 

  『議案第１号』の案件について、ただいまの説明のとおり承認することにご異議ござ

いませんか。 

 

委員一同  ＜異議なし＞ 

 

谷口会長  それでは、『議案第１号』については原案どおり承認といたします。 

  次に『議案第２号』農地法第３条の規定による許可申請についての審議に入ります。 

  まず、事務局より申請内容の説明を求めます。 

 

事務局係長  ＜２．農地法第３条第１項の規定による許可申請について １件＞  

    ・申請番号１について申請内容説明 



 

 

 

谷口会長  次に、地元委員さんよりご意見をお願いします。 

  申請番号１番の案件について地元委員さんお願いします。 

 

事務局係長  地元委員の手塚さんが欠席のため、事務局の方から意見を代読させていただきます。 

  譲受人は現在大麻町で牧場を経営しています。譲渡人は農業を引退する意向で、譲受人

と売買の話がまとまったため、今回の申請となりました。 

  申請地は現在も牧草放牧地として利用されており、取得後も牧草を栽培する計画です。 

  適切に農地を利用するとの意思も確認できており、周辺の農地への影響もありません

ので、この申請につき、許可しても問題無いと考えます。 

 

谷口会長  ただ今、地元委員さんからのご意見をいただきました。 

  申請番号１番について採決いたします。 

  許可することにご異議ございませんか。 

 

委員一同  ＜異議なし＞ 

 

谷口会長  申請番号１番については原案通り承認することといたします。 

  以上で『議案第２号』については全てご審議いただきました。 

  次に、『議案第３号』農地法第４条の規定による許可申請についての審議に入ります。 

  まず、事務局より申請内容の説明を求めます。 

 

事務局係長  ＜３．農地法第４条の規定による許可申請について  １件＞ 

   ・申請番号１について申請内容説明 

 

谷口会長  次に、地元委員さんよりご意見をお願いします。 

  申請番号１番の案件について、地元委員さんからご意見をお願いします。 

 

金田委員  ４番。申請地は、大津橋の南東に位置する農地です。 

  申請人の親は、申請地が「宅地」であった時に住宅を建築しました。その後、居宅部分

を分筆せずに申請地全体を「田」に地目変更を行いました。今回相続により農地を確認し

ているうえで、住宅部分が違法状態であり転用手続きを行う必要が判明したため、本申請

となりました。 

  事業計画では、申請面積を住宅敷地としており、同様に利用するため、許可しても問題

ないと考えます。 

 

谷口会長  ただ今、地元委員さんからのご意見をいただきました。 



 

 

  次に、事務局より、農地法等の法令の観点からの説明を求めます。 

 

事務局係長  申請地は、大津橋から南東へ約６００ｍに位置しており、宅地と旧 吉野川により分断

された広がりがない第２種農地に該当します。 

  申請地は、元々地目が「宅地」であり、申請人の親が昭和４７年頃に住宅を建築しまし

た。その後、昭和４９年に居宅部分を分筆せずに申請地全体を「田」に地目変更を行いま

した。今回相続により取得した農地を確認しているうえで、住宅部分について違法状態で

あり転用手続きを行う必要が判明したため、今回の申請となりました。 

  事業計画では、５７８．２５㎡を住宅敷地としており、同様に利用するとのことです。 

  周囲の農地等への影響も軽微であることから事業計画については適当と認められます。 

 

谷口会長  それではお諮りいたします。 

  申請番号１番の案件について、承認することにご異議ございませんか。 

 

委員一同  ＜異議なし＞ 

 

谷口会長  申請番号１番については原案通り承認することといたします。 

  以上で『議案第３号』については全てご審議いただきました。 

  次に、『議案第４号』取消願について審議に入ります。 

  まず、事務局より内容の説明を求めます。 

 

事務局係長  ＜４．取消願について  １件＞ 

   ・申請番号１について申請内容説明 

 

谷口会長  ただいまの説明について、質問・ご意見等があればお願いします。 

  ご質問・ご意見等は無いようですので採決いたします。 

  申請番号１番の案件について、承認することにご異議ございませんか。 

 

委員一同  ＜異議なし＞ 

 

谷口会長  申請番号１番の案件については原案通り承認といたします。 

  以上で『議案第４条』については全てご審議いただきました。 

  次に、『議案第５号』農地法第５条の規定による許可申請についての審議に入ります。 

  まず、事務局より申請内容の説明を求めます。 

 

事務局係長  ＜５．農地法第５条の規定による許可申請について １０件＞ 

   ・申請番号１～１０について申請内容説明 



 

 

 

谷口会長  次に、地元委員さんよりご意見をお願いします。 

  申請番号１番の案件について、地元委員さんからご意見をお願いします。 

 

長谷目委員  １２番。申請地は、大津西小学校の南、ＪＲの線路の北側にある農地です。 

  譲受人が太陽光発電事業敷地を探していたところ、安定した日射量を見込める申請地

につき売買契約が纏まったため、今回の申請となりました。 

  計画では、整地のみを行い、施設周囲にフェンスを設置して被害防除を図ります。雨水

については地下浸透にて対処する計画であるため、許可しても問題ないと考えます。 

 

谷口会長  ただ今、地元委員さんからのご意見をいただきました。 

  次に、事務局より、農地法等の法令の観点からの説明を求めます。 

 

事務局係長  申請地は、大津西小学校の南約１８０ｍに位置する農地であり、周囲をＪＲ鳴門線と宅

地により分断された１０ha未満の広がりない農地であり、第２種農地に該当します。 

  譲受人は、鳴門市内にて太陽光発電設備敷地を計画していたところ、安定した日射量を

見込める申請地につき売買契約が纏まったため、今回の申請となりました。 

  事業計画では、太陽光発電パネルを２８８枚設置、４９．５kw の発電出力が見込まれ

ております。 

  本設備は令和元年１０月に１０kw 以上の太陽光発電設備に係る設備認定を受けており、

四国電力株式会社との電力受給契約については令和元年１１月になされております。 

  事業計画では、 整地のみを行い、施設周囲にフェンスを設置することにより被害防除

を図ります。排水については雨水のみのため地下浸透にて対処をする計画です。資金計画

も妥当であり、代替となる土地もないこと、周辺農地への影響も軽微であることなどから、

事業計画については適当と認められます。 

 

谷口会長  それではお諮りいたします。 

  申請番号１番の案件について、承認することにご異議ございませんか。 

 

委員一同  ＜異議なし＞ 

 

谷口会長  申請番号１番の案件については原案どおり承認することといたします。 

  次に、申請番号２番の案件について、地元委員さんからのご意見をお願いします。 

 

事務局係長  地元委員の木下さんが欠席されておりますので、事務局より意見を代読させていただ

きます。 

  申請地は、つきだめ池の南にある農地で、周囲をつきだめ池と宅地により分断された１



 

 

０ha未満の広がりない農地であり、第２種農地に該当します。 

  譲受人は、鳴門市内にて太陽光発電設備敷地を計画していたところ、安定した日射量を

見込める申請地につき売買契約が纏まったため、今回の申請となりました。 

  計画では、太陽光発電パネルを２６０枚設置、４９．５kw の発電出力が見込まれてお

ります。 

  本設備は令和２年２月に１０kw 以上の太陽光発電設備に係る設備認定を受けており、

四国電力株式会社との電力受給契約も令和２年２月になされております。 

  計画では、 整地のみを行い、施設周囲にフェンスを設置することにより被害防除を図

ります。排水については雨水のみのため地下浸透にて対処をする計画です。資金計画も妥

当であり、代替となる土地もないこと、周辺農地への影響も軽微であることなどから、事

業計画については適当と認められます。 

 

谷口会長  ただ今、地元委員さんからのご意見をいただきました。 

  次に、事務局より、農地法等の法令の観点からの説明を求めます。 

 

事務局係長  申請地は、つきだめ池の南約６０mに位置する農地であり、周囲をつきだめ池と宅地に

より分断された１０ha未満の広がりない農地であり、第２種農地に該当します。 

  譲受人は、鳴門市内にて太陽光発電設備敷地を計画していたところ、安定した日射量を

見込める申請地につき売買契約が纏まったため、今回の申請となりました。 

  事業計画では、太陽光発電パネルを２６０枚設置、４９．５kw の発電出力が見込まれ

ております。 

  本設備は令和２年２月に１０kw 以上の太陽光発電設備に係る設備認定を受けており、

四国電力株式会社との電力受給契約も令和２年２月になされております。 

  事業計画では、 整地のみを行い、施設周囲にフェンスを設置することにより被害防除

を図ります。排水については雨水のみのため地下浸透にて対処をする計画です。資金計画

も妥当であり、代替となる土地もないこと、周辺農地への影響も軽微であることなどから、

事業計画については適当と認められます。 

 

谷口会長  それではお諮りいたします。 

  申請番号２番の案件について、承認することにご異議ございませんか。 

 

委員一同  ＜異議なし＞ 

 

谷口会長  申請番号２番の案件については原案どおり承認することといたします。 

  次に、申請番号３、４、５番の案件について、地元委員さんからご意見をお願いします。 

 

事務局係長  地元委員の手塚さんが欠席のため、事務局の方から意見を代読させていただきます。 



 

 

  申請地は、大麻比古神社の南東にある農地です。 

  譲受人が太陽光発電事業敷地を探していたところ、安定した日射量を見込める申請地

につき売買契約が纏まったため、今回の申請となりました。 

  計画では、整地のみを行い、施設周囲にフェンスを設置して被害防除を図ります。雨水

については地下浸透にて対処する計画であるため、許可しても問題ないと考えます。 

 

谷口会長  ただ今、地元委員さんからのご意見をいただきました。 

  次に、事務局より、農地法等の法令の観点からの説明を求めます。 

 

事務局係長  申請地は、大麻比古神社の南東約７００ｍに位置する農地であり、ため池と宅地により

分断された１０ha未満の広がりない農地であり、第２種農地に該当します。 

  譲受人は、鳴門市内にて太陽光発電設備敷地を計画していたところ、安定した日射量を

見込める申請地につき売買契約が纏まったため、今回の申請となりました。 

  事業計画では、太陽光発電パネルを２８８枚設置、４９．５kw の発電出力が見込まれ

ております。 

  本設備は令和元年１２月に１０kw 以上の太陽光発電設備に係る設備認定を受けており、

四国電力株式会社との電力受給契約は令和２年２月になされております。 

  事業計画では、 整地のみを行い、施設周囲にフェンスを設置することにより被害防除

を図ります。排水については雨水のみのため地下浸透にて対処をする計画です。資金計画

も妥当であり、代替となる土地もないこと、周辺農地への影響も軽微であることなどから、

事業計画については適当と認められます。 

 

谷口会長  それではお諮りいたします。 

  申請番号３、４、５番の案件について、承認することにご異議ございませんか。 

 

委員一同  ＜異議なし＞ 

 

谷口会長  申請番号３、４、５番の案件については原案どおり承認することといたします。 

  次に、申請番号６、７番の案件について、地元委員さんからご意見をお願いします。 

 

事務局係長  こちらも地元委員が手塚さんのため、代読させていただきます。 

  申請地は、大麻比古神社の南東にある農地です。 

  譲受人が太陽光発電事業敷地を探していたところ、安定した日射量を見込める申請地

につき売買契約が纏まったため、今回の申請となりました。 

  計画では、整地のみを行い、施設周囲にフェンスを設置して被害防除を図ります。雨水

については地下浸透にて対処する計画であるため、許可しても問題ないと考えます。 

 



 

 

谷口会長  ただ今、地元委員さんからのご意見をいただきました。 

  次に、事務局より、農地法等の法令の観点からの説明を求めます。 

 

事務局係長  申請地は、大麻比古神社の南東位置する農地であり、墓地と宅地により分断された１０

ha未満の広がりない農地であり、第２種農地に該当します。 

  譲受人は、こちらも鳴門市内にて太陽光発電設備敷地を計画していたところ、安定した

日射量を見込める申請地につき売買契約が纏まったため、今回の申請となりました。 

  事業計画では、太陽光発電パネルを申請番号６番につきましては２６０枚、申請番号７

番につきましては２８８枚設置、どちらも４９．５kwの発電出力が見込まれております。 

  本設備は、申請番号６番につきましては令和２年２月、申請番号７番は令和元年１１月

に、１０kw 以上の太陽光発電設備に係る設備認定を受けており、四国電力株式会社との

電力受給契約も、申請番号６番につきましては令和２年３月、申請番号７番につきまして

は令和元年１１月になされております。 

  事業計画では、 整地のみを行い、施設周囲にフェンスを設置することにより被害防除

を図ります。排水については雨水のみのため地下浸透にて対処をする計画です。資金計画

も妥当であり、代替となる土地もないこと、周辺農地への影響も軽微であることなどから、

事業計画については適当と認められます。 

 

谷口会長  それではお諮りいたします。 

  申請番号６、７番の案件について、承認することにご異議ございませんか。 

 

委員一同  ＜異議なし＞ 

 

谷口会長  申請番号６、７番の案件については原案どおり承認することといたします。 

  次に、申請番号８番の案件について、地元委員さんからご意見をお願いします。 

 

事務局係長  こちらも地元委員が手塚さんのため、事務局より代読させていただきます。 

  申請地は、大麻比古神社の南東にある農地です。 

  譲受人が太陽光発電事業敷地を探していたところ、安定した日射量を見込める申請地

につき売買契約が纏まったため、今回の申請となりました。 

  計画では、整地のみを行い、施設周囲にフェンスを設置して被害防除を図ります。雨水

については地下浸透にて対処する計画であるため、許可しても問題ないと考えます。 

 

谷口会長  ただ今、地元委員さんからのご意見をいただきました。 

  次に、事務局より、農地法等の法令の観点からの説明を求めます。 

 

事務局係長  申請地は、大麻比古神社の南東約８１０ｍに位置する農地であり、墓地と宅地により分



 

 

断された１０ha未満の広がりない農地であり、第２種農地に該当します。 

  譲受人は、鳴門市内にて太陽光発電設備敷地を計画していたところ、安定した日射量を

見込める申請地につき売買契約が纏まったため、今回の申請となりました。 

  事業計画では、太陽光発電パネルを２８８枚設置、４９．５kw の発電出力が見込まれ

ております。 

  本設備は令和元年１２月に１０kw 以上の太陽光発電設備に係る設備認定を受けており、

四国電力株式会社との電力受給契約は令和２年２月になされております。 

  事業計画では、 整地のみを行い、施設周囲にフェンスを設置することにより被害防除

を図ります。排水については雨水のみのため地下浸透にて対処をする計画です。資金計画

も妥当であり、代替となる土地もないこと、周辺農地への影響も軽微であることなどから、

事業計画については適当と認められます。 

 

谷口会長  それではお諮りいたします。 

  申請番号８番の案件について、承認することにご異議ございませんか。 

 

委員一同  ＜異議なし＞ 

 

谷口会長  申請番号８番の案件については原案どおり承認することといたします。 

  次に、申請番号９番の案件について、地元委員さんからご意見をお願いします。 

 

事務局係長  こちらも地元委員が手塚さんのため事務局より意見を代読させていただきます。 

  申請地は、大麻比古神社の北にある農地です。 

  譲受人が太陽光発電事業敷地を探していたところ、安定した日射量を見込める申請地

につき売買契約が纏まったため、今回の申請となりました。 

  計画では、整地のみを行い、施設周囲にフェンスを設置して被害防除を図ります。雨水

については地下浸透にて対処する計画であるため、許可しても問題ないと考えます。 

 

谷口会長   ただ今、地元委員さんからのご意見をいただきました。 

  次に、事務局より、農地法等の法令の観点からの説明を求めます。 

 

事務局係長  申請地は、大麻比古神社の北約２７０mに位置しており、墓地と宅地により分断された

１０ha未満の広がりない農地であり、第２種農地に該当します。 

  他の案件と同様に、譲受人は、鳴門市内にて太陽光発電設備敷地を計画していたところ、

安定した日射量を見込める申請地につき売買契約が纏まったため、今回の申請となりま

した。 

  事業計画では、太陽光発電パネルを２１６枚設置、４９．５kw の発電出力が見込まれ

ております。 



 

 

  本設備は令和元年１０月に１０kw 以上の太陽光発電設備に係る設備認定を受けており、

四国電力株式会社との電力受給契約は令和元年１１月になされております。 

  事業計画では、 整地のみを行い、施設周囲にフェンスを設置することにより被害防除

を図ります。排水については雨水のみのため地下浸透にて対処をする計画です。 

  資金計画も妥当であり、代替となる土地もないこと、周辺農地への影響も軽微であるこ

となどから、事業計画については適当と認められます。  

 

谷口会長  それではお諮りいたします。 

  申請番号９番の案件について、承認することにご異議ございませんか。 

 

委員一同  ＜異議なし＞ 

 

谷口会長  申請番号９番の案件については原案どおり承認することといたします。 

  次に、申請番号１０番の案件について、地元委員さんからご意見をお願いします。 

 

事務局係長  こちらも地元委員が手塚さんのため、事務局より意見を代読させていただきます。 

  申請地は、極楽寺の南東にある農地です。 

  譲受人が太陽光発電事業敷地を探していたところ、安定した日射量を見込める申請地

につき売買契約が纏まったことから、今回の申請となりました。 

  計画では、整地のみを行い、施設周囲にフェンスを設置して被害防除を図ります。雨水

については地下浸透にて対処する計画であるため、許可しても問題ないと考えます。 

   

谷口会長  ただ今、地元委員さんからのご意見をいただきました。 

  次に、事務局より、農地法等の法令の観点からの説明を求めます。 

 

事務局係長  申請地は、極楽寺の南東約５３０mに位置する農地であり、宅地とＪＲ鳴門線により分

断された１０ha未満の広がりない農地であり、第２種農地に該当します。 

  譲受人は、鳴門市内にて太陽光発電設備敷地を計画していたところ、安定した日射量を

見込める申請地につき売買契約が纏まったため、今回の申請となりました。 

  事業計画では、太陽光発電パネルを２８８枚設置、４９．５kw の発電出力が見込まれ

ております。 

  本設備は令和元年１１月に１０kw 以上の太陽光発電設備に係る設備認定を受けており、

四国電力株式会社との電力受給契約も令和元年１１月になされております。 

  事業計画では、 整地のみを行い、施設周囲にフェンスを設置することにより被害防除

を図ります。排水については雨水のみのため地下浸透にて対処をする計画です。資金計画

も妥当であり、代替となる土地もないこと、周辺農地への影響も軽微であることなどから、

事業計画については適当と認められます。 



 

 

 

谷口会長  それではお諮りいたします。 

  申請番号１０番の案件について、承認することにご異議ございませんか。 

 

委員一同  ＜異議なし＞ 

 

谷口会長  申請番号１０番の案件については原案どおり承認することといたします。 

  以上で、『議案第５号』については全てご審議いただきました。 

  すみません、こちらは大規模案件になるのでしょうか。 

 

事務局係長  こちらは案件ごとに別々に分かれておりますので、大規模案件にはなりません。 

 

谷口会長  わかりました。 

  次に、『議案第６号』相続税の納税猶予に関する適格者証明についての審議に入ります。 

  申請番号１番の案件について、事務局より説明を求めます。 

 

事務局係長  ＜６．相続税の納税猶予に関する適格者証明について １件＞ 

   ・申請番号１について申請内容説明 

 

谷口会長  次に、地元委員さんのご意見をお願いします。  

  申請番号１番の地元委員さんお願いします。 

 

増金委員  １７番。●●さんは、大津町で梨や野菜を生産する農家です。 

  申請地にも梨が作付けされており、今後も農業経営を続けていく意思も確認できてい

ることから、今回の申請につき、許可しても問題無いと考えます。 

 

谷口会長  ただ今、地元委員さんからのご意見をいただきました。 

  申請番号１番について採決いたします。 

  許可することにご異議ございませんか。 

 

委員一同  ＜異議なし＞ 

 

谷口会長  それでは、『議案第６号』については原案どおり承認いたします。 

  次に、『議案第７号』報告事項に入ります。 

  報告事項については、事務局より一括して説明を求めます。 

 

事務局係長  ＜４．報告事項  １７件＞ 



 

 

   ①農地法第３条の３第１項の規定による届出について           ２件 

   ②農地法第４条第１項第７号の規定による届出について                   １件 

   ③農地法第５条第１項第６号の規定による届出について             １件 

   ④農地法第１８条第６項の規定による通知について（経営基盤法）        ７件 

   ⑤農地法第１８条第６項の規定による通知について（賃貸借解約）     ２件 

   ⑥非農地証明願について                                              ２件 

   ⑦地目照会について                          １件 

 

谷口会長  ただ今事務局より説明のありました報告事項について、ご質問等ございませんか。 

  無いようでございますので、『議案第４号』報告事項については、原案どおり承認す

ることといたします。 

  以上で、本日の議案については全てご審議いただきました。 

  次に、その他でございますが、なにかございますか。 

 

事務局係長  事務局から１点だけお知らせいたします。 

  本日、新しい活動記録簿をご持参いただいているかと思いますが、この中で１点、質

問がございましたのでお答えさせていただきます。 

  中を見ていただくと記載例として、従来どおりの、１日が「○」、0.5日が「△」で記

入していく方法と、実際の時間を記入していく方法のどちらも掲載されております。 

  こちらにつきましては、どちらでも大丈夫ですので、従前のとおり、１日が「○」、

０．５日が「△」で記載いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

谷口会長  １日は「○」、半日は「△」でいいのですね。 

 

事務局係長  はい。それでお願いいたします。 

 

谷口会長  他にございませんか。 

  それでは、これをもちまして令和２年４月の総会を終了いたします。ありがとうござ

いました。 

 

 

 

閉会 １４時５０分 

令和２年４月２８日 

 

 

 



 

 

 

 

会 長      谷口 清美 

 

 

議事録署名者   松村 多美子 

  

 

議事録署名者   向 栄治 


